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はじめに 

 

 本報告書は、環境省から東京海上日動リスクコンサルティング株式会社に委託された

「平成１７年度ＰＲＴＲ国際動向調査」の成果をとりまとめたものである。 

 ＰＲＴＲ制度の国際動向については、我が国が平成１１年の「特定化学物質の環境へ

の排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」によりＰＲＴＲを制度化した際、

その参考とするため先進各国の仕組みを調査した実績がある。しかし、その後各国制度の

中には内容が改定されたものも多く、またＯＥＣＤ諸国を中心に新たに制度を構築する国

も現れてきたため、改めて情報を取得し直す必要がでてきた。そこで、世界的に最新の動

向を探るため、平成１４年度から継続的に制度調査を再開することとし、本年度はその４

年目に当たる。 
 これまでの３年間は、主として次の３つの観点から調査を実施してきた。 
①米国、英国等我が国より早く制度を構築し実績を持つＰＲＴＲ先進国についての最

新の動向 
②欧州諸国を中心に最近ＰＲＴＲ制度を構築している諸国についての制度内容 
③ＥＵ（欧州連合）、国際連合等の国際機関の動き 
以上の昨年度までの調査により、ほぼ現時点での主要各国ＰＲＴＲ制度の内容が把握で

きたため、本年度の調査ではその実績を踏まえて我が国のＰＲＴＲと各国制度を比較する

ことに主眼を置いた。我が国制度の発足時に諸外国の制度を参考にしたとはいえ、子細に

比較すると内容的に異なっている点も多い。また、表面的に制度を比較するだけでなく、

その背景にある検討過程などについても調査することにより、本質的な相違も浮き彫り

になってくる。本報告書では、こうした観点から分析を進め、第一部にその結果をまと

めている。ここでは、表形式で各国制度を項目別に比較するとともに、いくつかの論点

について補足的に説明を加えた。特に、対象物質の選定については、各国の制度に対す

る基本的考え方が反映され参考になる事項が多いため、過去の選定過程にまで遡り詳述

した。 

なお、本年度も上記①～③の視点は引き続き保持し、米国、カナダ等の各国及び国際

機関の最新動向についての情報を収集するとともに、これまで内容を把握していなかった

ノルウェー、フィンランド等の諸国について現地調査を実施し、第二部・第三部でこれら

の報告を行っている。 
本調査が、今後の我が国におけるＰＲＴＲ制度の検討の一助になれば幸甚である。 
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